
議 第 4 0 号  

令和６年６月２７日提出  

 

   熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第１９条の規

定に基づく教育委員会が給与を定める職員等に関する規則の一部改正に

ついて 

 

 熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第１９条の規定に基づく

教育委員会が給与を定める職員等に関する規則の一部を次のように改正したいので議

決を求める。 

 

熊本市教育長  遠 藤 洋 路   

 

    熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第１９条の規定に

基づく教育委員会が給与を定める職員等に関する規則の一部を改正する規則 

 

熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第１９条の規定に基づく

教育委員会が給与を定める職員等に関する規則（令和２年教育委員会規則第８号）の

一部を次のように改正する。 

 

 第２条第２項中「、第７条」を「から第７条の２まで」に改め、同条第３項中「期

末手当」の次に「及び勤勉手当」を加える。 

 別表第１中「熊本市日本語指導支援員」を「日本語指導支援員」に改める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 （提出理由） 

  熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第１５

号）が改正され、会計年度任用職員の勤勉手当について規定されたことに伴い、所
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要の改正を行う必要があることから、熊本市教育委員会教育長事務委任等規則（昭

和２７年教育委員会規則第６号）第１条第８号に基づき、議決を求めるものであ

る。 
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〇 熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第１９条の規定に基づく教育委員会が給与を定める職員等に関する規則（令和２年教育委員会規則第８号）新旧対照表 
改正後（案） 現行 備考 

（教育委員会が給与を定める会計年度任用職員及びその

給与） 
（教育委員会が給与を定める会計年度任用職員及びその

給与） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例の条名 見出し（内容） 

第６条 フルタイム会計年度任用職員の給与の支給等 

第７条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当 

第９条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬 

第１０条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬 

第１１条 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬 

第１２条 パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬 

第１３条 パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬 

第１４条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給等 

第１５条 パートタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの報酬額 

第１６条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額 

第１７条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当 

第１７条の２ パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当 

第１８条 休職者の給与 

第２０条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償 

第２１条 パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償 

第７条の２ フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当 

条例の条名 見出し（内容） 

第６条 フルタイム会計年度任用職員の給与の支給等 

第９条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬 

第１０条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬 

第１１条 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬 

第１２条 パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬 

第１３条 パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬 

第１４条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給等 

第１５条 パートタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの報酬額 

第１６条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額 

第１８条 休職者の給与 

第２０条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償 

第２１条 パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償 

第７条の２ フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当 

第１７条の２ パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当 

第２条 条例第１９条の特に必要と認める会計年度任用職

員は、別表第１及び別表第２に掲げる職員とする。 
【略】 

２ 別表第１に掲げる職員の給与については、条例第２

条、第６条から第７条の２まで、第９条から第１８条ま

で、第２０条及び第２１条の規定を適用する。 

２ 別表第１に掲げる職員の給与については、条例第２

条、第６条、第７条    、第９条から第１８条ま

で、第２０条及び第２１条の規定を適用する。 

３ 別表第２に掲げる職員の給与については、条例第２条

（期末手当及び勤勉手当を除く。）、第６条、第９条か

ら第１６条まで、第１８条、第２０条及び第２１条の規

定を適用する。 

３ 別表第２に掲げる職員の給与については、条例第２条

（期末手当      を除く。）、第６条、第９条か

ら第１６条まで、第１８条、第２０条及び第２１条の規

定を適用する。 

４～６ 【略】 【略】 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

区分 

学力向上支援員 

非常勤講師 

スクールカウンセラー 

スクールソーシャルワーカー 

心のサポート相談員 

熊本市立中学校部活動指導員 

授業力向上教科等支援会計年度任用職員 

児童育成クラブ主任支援会計年度任用職員 

児童育成クラブ支援会計年度任用職員 

児童育成クラブ補助支援会計年度任用職員 

児童育成クラブ特別加配専門支援会計年度任用職員 

   日本語指導支援員 
 

区分 

学力向上支援員 

非常勤講師 

スクールカウンセラー 

スクールソーシャルワーカー 

心のサポート相談員 

熊本市立中学校部活動指導員 

授業力向上教科等支援会計年度任用職員 

児童育成クラブ主任支援会計年度任用職員 

児童育成クラブ支援会計年度任用職員 

児童育成クラブ補助支援会計年度任用職員 

児童育成クラブ特別加配専門支援会計年度任用職員 

熊本市日本語指導支援員 

 

別表第２（第２条関係）  

区分 

外国語指導助手 

日本語指導協力員 
 

【略】 

 附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

※ 別表第１に掲げる職
員は、賞与（期末手当・
勤勉手当）の支給対象
であるため、勤勉手当
を支給する旨の文言を
追加する。 

 
※ 別表第１に掲げる職
員に条例第７条の２が
適用されるもの（フル
タイム会計年度任用職
員）がいないため、たと
え第２条第２項におい
て規定の引用がなかっ
たとしても、支給漏れ
となることはない。 

〇 熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

 （会計年度任用職員の給与の種類） 

第２条 会計年度任用職員の給与は、法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員（以下「フルタイム会計年度任用

職員」という。）にあっては給料、地域手当、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外

勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、同項第１号に掲げる職員（以

下「パートタイム会計年度任用職員」という。）にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当とする。 

※ 別表第２に掲げる
職員は賞与（期末手
当・勤勉手当）支給対
象外であるため、勤勉
手当を支給しない旨
の文言を追加する。 

 
※ 条例第７条の２及
び第１７条の２の規
定は、規則第２条第３
項に規定されていな
いため、たとえ同項に
おいて「及び勤勉手
当」の文言がなかった
としても、別表第２に
掲げる職員に勤勉手
当が支給されること
はない。 

※ 文言整備（職名の平仄を揃える。） 
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